
第51回定時株主総会招集ご通知に
際してのインターネット開示事項

会社の体制及び方針
連結株主資本等変動計算書
株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）

株式会社エコス

上記につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.eco-s.co.jp/）に掲載
することにより株主の皆様に提供しております。
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事 業 報 告

　会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
なお、内部統制の運用状況については、下記方針に基づき、これを実現するために、代表取締役を委員長
とする「正しい商売推進委員会」を設置し、その傘下の「内部統制推進委員会」、「内部通報委員会」、「コン
プライアンス推進委員会」の活動について、定期的に取締役会に報告を行っています。

　
①当社グループ各社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の社是（「正しい商売」）・社訓に加え、広く法令及び定款の遵守を当社グループ各社の取締役・従業
員等の行動規範とし、コンプライアンス体制の構築と整備を徹底する。
・その徹底のため、総務部はコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、取締役・従業員等の教育等
を実施する。
・監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制を監査し、定期的に取締役会に報告する。
・法令及び定款上疑義のある行為等について、従業員及びお取引先業者様等が直接情報提供を行う手段と
して内部通報制度規程を設け、ホットラインを設置・運営する。
・反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、不当な要求に応じぬよう取締役・従業員等は毅然とした
姿勢で事に当り、被害の防止とステークホルダーの信頼を損なわぬよう行動する。

②当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）
に記録し、保存する。
・取締役及び監査役は文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・文書管理規程は、必要に応じ見直し・改善を図る。
③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・想定される各種リスクについて、各担当部門が関連規程に基づきガイドライン及び手引書等を制定し、
必要に応じ研修等を実施しつつ、リスク管理体制を確立する。組織横断的リスクの全社的対応は総務部
が行う。
・監査役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、定期的に取締役会に報告する。
・当社及び当社グループ各社の取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の改善に努める。
・新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定め、対応する。
④当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び当社グループ各社の取締役会は、当社グループ各社の取締役・従業員等が共有する全社的目標
として毎期初に部門ごとの売上高、利益、費用に関する数値目標を設定し、管理会計手法により月次目
標の達成度を見直し、結果を還元することにより、業務の効率性を確保するシステムを採用する。
・当社は子会社に対し、当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠し
た体制を構築させる。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役の執行に係る事項の当社への
報告に関する体制　 ・当社及び連結子会社は、企業集団の業務の適正性を確保するため、担当取締役による部門別グループ担
当者会議を開催し、子会社の執行状況を確認する体制をとる。
・連結子会社の社長は、当社の月次開催の経営会議及び取締役会に出席し、自社の営業実績、営業施策の
状況ならびに財務状況を報告する。
・当社経営企画部を中心に企業集団の横断的結束を図り、経営戦略の共有と具体的展開を図るものとする。
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⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、内部監査室所属の従業員及び監査役が指名した従業員に監査業務に必要な事項を指示するこ
とができるものとする。
・監査役より監査業務に必要な指示を受けた従業員は、その指示に関して取締役等の指揮命令を受けない
ものとする。また、それにより当該従業員が不利益をこうむることはないものとする。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、監査役（監査役会）に対して、法定の事項に加え、当社及び企業集団に重大な影
響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度に基づくホットラインによる通報状況とその内容
を速やかに報告する体制を整備する。
・報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会の協議により決定する。
⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の半数は独立社外監査役とし、対外透明性を確保する。
・監査の実効性を担保するため、監査役会と代表取締役会長、代表取締役社長との間の定期的な意見交換
会を設定する。
・監査役会は、内部監査室、会計監査人と緊密な連携を図り、監査の実効性を確保する。
・監査役が職務執行について生じる費用の支払を求めた場合は、速やかに当該費用の支払を行う。

　
　 コーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する体制図

　
（2）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、安定配当の継続を基本としつつ、
業績ならびに今後の事業展開等を勘案して配当を行う方針としております。当期の配当金につきましては、
前期の普通配当10円、創立50周年記念配当5円に代えて１株につき20円の普通配当とさせていただきたいと
存じます。
なお、上記剰余金配当について予想配当として当期12月22日に発表済みですが、最終決定は、株主の皆様
の意見を反映できるよう株主総会において決定することとしております。
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連結株主資本等変動計算書 （平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成27年3月1日残高 2,709,242 2,983,995 3,014,544 △531,840 8,175,942
会計方針変更による累積的影響高 25,214 25,214
会計方針変更を反映した期首残高 2,709,242 2,983,995 3,039,759 △531,840 8,201,157
連結会計年度中の変動額
新株の発行（新株

　予 約 権 の 行 使） 385,928 384,910 770,838
剰 余 金 の 配 当 △137,334 △137,334
当 期 純 利 益 1,531,325 1,531,325
自 己 株 式 の 取 得 △296,080 △296,080

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 385,928 384,910 1,393,991 △296,080 1,868,748
平成28年2月29日残高 3,095,170 3,368,905 4,433,750 △827,920 10,069,906

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
退職給付に係
る調整累計額

土地再評価
差 額 金

その他の包括利
益累計額合計

平成27年３月１日残高 151,762 58,192 △1,345,861 △1,135,907 297,506 7,337,541
会計方針変更による累積的影響額 25,214
会計方針変更を反映した期首残高 151,762 58,192 △1,345,861 △1,135,907 297,506 7,362,756
連結会計年度中の変動額
　新株の発行（新株
　予 約 権 の 行 使） 770,838
剰 余 金 の 配 当 △137,334
当 期 純 利 益 1,531,325
自 己 株 式 の 取 得 △296,080

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) △105,260 △73,597 4,736 △174,121 △103,202 △277,323

連結会計年度中の変動額合計 △105,260 △73,597 4,736 △174,121 △103,202 1,591,425
平成28年２月29日残高 46,502 △15,405 △1,341,125 △1,310,028 194,304 8,954,181
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 （平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株 主 資
本 合 計資 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益剰余金

平成27年３月１日残高 2,709,242 2,983,966 29 2,983,995 2,818,680 2,818,680 △531,840 7,980,078
会計方針変更による累積的影響額 25,214 25,214 25,214
会計方針変更を反映した期首残高 2,709,242 2,983,966 29 2,983,995 2,843,895 2,843,895 △531,840 8,005,293
事業年度中の変動額
　新株の発行（新株
　予 約 権 の 行 使） 385,928 384,910 384,910 770,838

剰 余 金 の 配 当 △137,334 △137,334 △137,334
当 期 純 利 益 1,152,161 1,152,161 1,152,161
自 己 株 式 の 取 得 △296,080 △296,080

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 385,928 384,910 － 384,910 1,014,827 1,014,827 △296,080 1,489,585
平成28年２月29日残高 3,095,170 3,368,876 29 3,368,905 3,858,723 3,858,723 △827,920 9,494,878
　

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成27年３月１日残高 144,614 △1,345,861 △1,201,247 297,506 7,076,337
会計方針変更による累積的影響額 25,214
会計方針変更を反映した期首残高 144,614 △1,345,861 △1,201,247 297,506 7,101,552
事業年度中の変動額
　新株の発行（新株
　予 約 権 の 行 使） 770,838
剰 余 金 の 配 当 △137,334
当 期 純 利 益 1,152,161
自 己 株 式 の 取 得 △296,080

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) △105,007 4,736 △100,271 △103,202 △203,473

事業年度中の変動額合計 △105,007 4,736 △100,271 △103,202 1,286,112
平成28年２月29日残高 39,606 △1,341,125 △1,301,518 194,304 8,387,664
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
　 ① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・連結子会社の名称 株式会社たいらや

株式会社マスダ
株式会社ＴＳロジテック

　 ② 非連結子会社の状況
・非連結子会社数 １社
・非連結子会社の名称 株式会社平成

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連
結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

（2）持分法の適用に関する事項
　 ① 持分法を適用した非連結子会社の状況

該当事項はありません。
　 ② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用していない非連結
　子会社の名称

株式会社平成

・持分法を適用していない関連
　会社の名称

株式会社ｔｏｎｙａモール

・持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性に乏しいためであり
ます。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、すべて連結決算日と一致しております。

（4）会計処理基準に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法
イ．その他有価証券
　・時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
　・時価のないもの 移動平均法による原価法
ロ．たな卸資産
・たな卸資産の評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
　・商 品 a 生鮮食品

　 最終仕入原価法による原価法
b その他の商品
　 売価還元法による原価法

　・製 品 先入先出法による原価法
　・原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
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　 ② 固定資産の減価償却の方法
　 イ．有形固定資産

　・建 物
（建物附属設備は除く）

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの
　 旧定額法
ｃ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法

　・建 物 以 外 ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ｂ 平成19年４月１日から平成24年３月31日までに取得したもの
　 定率法（250％定率法）
ｃ 平成24年４月１日以降に取得したもの
　 定率法（200％定率法）

　・主 な 耐 用 年 数 建物及び構築物 ８年～34年
そ の 他 ３年～20年

ロ. 無形固定資産
定額法
ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５年～12年）に基づく定額法

③ 繰延資産の処理方法
社債発行費 社債の償還期間にわたって均等償却しております。

④ 引当金の計上基準
イ. 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞 与 引 当 金 当社及び連結子会社の従業員への賞与支給に備えるため、支給見込
額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金 当社及び連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。

ニ. ポイント引当金 ポイントカードにより顧客に付与したポイントの使用に備えるた
め、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を合
理的に見積もり、必要と認められる額を計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金 当社及び連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規
に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤ ヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、ヘッジ会計の特例処理の条件を満たして

いるため、特例処理を採用しております。
ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引

ヘッジ対象 借入金
ハ. ヘッジ方針 将来の金利の変動によるリスク回避を目的に行っており、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。
ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の

評価を省略しております。
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⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ.退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

・数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

・小規模企業等における簡便法の採用連結子会社においては、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっており、控除対象外消費
税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しています。

（5）会計方針の変更
（退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26
日。以下、「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項
本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直
し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定
方法を、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見
込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連

結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減
しております。
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が39,153千円減少し、利益剰余金が25,214千円

増加しております。
また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ7,272千円増加して

おります。
なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記
（1）担 保 資 産
　担保に供している資産
建物及び構築物 617,784千円
土 地 1,810,747千円
敷 金 ・ 保 証 金 98,684千円

計 2,527,216千円
上記の物件は、以下の内容の担保に供しております。
短 期 借 入 金 1,200,000千円
長期借入金（一年以内返済予定額を含む） 7,274,969千円
流動負債「その他」（商品券） 63,000千円

計 8,537,969千円
　

（2）有形固定資産の減価償却累計額 17,209,616千円
（3）土地再評価差額金

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の
一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い当該評価差額に係
る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価
差額金として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線
価及び路線価のない土地は、第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算
出しております。
再評価を行った年月日 平成14年２月28日
再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 △579,039千円

（4）当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行22行と当座貸越契約及び貸
出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次
のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 25,900,000千円
借 入 実 行 残 高 1,200,000千円
　差引額 24,700,000千円
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３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普通株式（注1） 10,018,917株 1,073,000株 - 11,091,917株
（2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普通株式（注2） 863,294株 292,589株 - 1,155,883株

(注) 1.普通株式の株式数の増加1,073,000株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加292,589株は、単元株未満株式の買取りによる増加689株及び
取締役会決議による取得による増加291,900株であります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
平成27年５月28日開催の第50回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配 当 金 の 総 額 　137,334千円
・１株当たり配当金額 　 15円
・基 準 日 平成27年２月28日
・効 力 発 生 日 平成27年５月29日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
平成28年５月26日開催の第51回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配 当 金 の 総 額 　198,720千円
・配 当 の 原 資 　利益剰余金
・１株当たり配当金額 　 20円
・基 準 日 平成28年2月29日
・効 力 発 生 日 平成28年5月27日

（4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
第42回定時株主総会

（平成19年５月24日開催）決議分
第43回定時株主総会

（平成20年５月22日開催）決議分
第44回定時株主総会

（平成21年５月21日開催）決議分
目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
目 的 と な る 株 式 の 数 17,000株 451,000株 535,000株
新 株 予 約 権 の 数 170個 4,510個 5,350個

第45回定時株主総会
（平成22年５月20日開催）決議分

第46回定時株主総会
（平成23年５月19日開催）決議分

第47回定時株主総会
（平成24年５月24日開催）決議分

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
目 的 と な る 株 式 の 数 467,000株 20,000株 452,000株
新 株 予 約 権 の 数 4,670個 200個 4,520個

第48回定時株主総会
（平成25年５月29日開催）決議分

目的となる株式の種類 普通株式
目 的 と な る 株 式 の 数 561,000株
新 株 予 約 権 の 数 5,610個
（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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４. 金融商品に関する注記
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社及び連結子会社は、一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用することを原則としておりますが、
取締役会の決議に基づく一定の枠の範囲内での有価証券投資を行っております。また、短期的な運転資金は
銀行借入により調達し、店舗等の設備投資に必要な資金は銀行借入、社債発行及び割賦契約により調達して
おります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わ
ない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金の主なものは、仕入割戻金
で、取引先の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、店舗不動産の賃借に伴い差し入れたもの
で、取引先の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株
式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払法人税等及び未払金は、１年以内の支払期日であります。借入金、社債及び
割賦債務（長期未払金）は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部
は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を
利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入れに係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ
取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価方
法等については、前述の「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」に記載されて
いる「ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社及び連結子会社は、営業債権について、財務経理部財務担当が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い国内金融機関とのみ取引を行っております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社及び連結子会社は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ
取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握するとともに、取
引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引においては、取引権限や限度額等を定めた社内規程に基づき、決裁担当者が承認し、
これに従い財務経理部財務担当が取引を行い、財務経理部経理担当において記帳及び取引先と残高照合等
を行っております。月次の取引実績は、財務経理部所管の役員及び経営会議に報告しております。連結子
会社においても、当社のデリバティブ取引管理規程に準じて、管理を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部財務担当が適時に資金繰計画を作成・更
新するとともに、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
平成28年２月29日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません（（注２）をご参照下さい）。

（単位：千円）
　 連結貸借対照表

計上額 時価 差額
（1）現金及び預金 3,024,314 3,024,314 -
（2）売掛金 698,158 698,158 -
（3）未収入金 2,440,445

貸倒引当金（※） △35,533
　 2,404,912 2,404,912 -
（4）投資有価証券
　 その他有価証券 780,629 780,629 -
（5）敷金及び保証金 3,996,556 -

貸倒引当金（※） △129,304
3,867,252 3,848,900 △18,352

資産計 10,775,266 10,756,914 △18,352
（6）買掛金 6,280,025 6,280,025 -
（7）短期借入金 1,200,000 1,200,000 -
（8）未払金 1,426,504 1,426,504 -
（9）未払法人税等 609,854 609,854 -
（10）社債（１年内償還予定額を含む） 215,000 215,000 -
（11）長期借入金（１年内返済予定額を含む） 12,158,430 12,169,527 11,097
（12）長期未払金（１年内返済予定額を含む） 900,886 892,885 △8,000

負債計 22,790,700 22,793,797 3,097
デリバティブ取引 - - -
（※）未収入金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）売掛金並びに（3）未収入金

　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

（4）投資有価証券
　取引所の価格、又は取引金融機関から提示された価格によっております。

（5）敷金及び保証金
　償還金の合計額を残存期間に対する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
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負 債
（6）買掛金、（7）短期借入金、（8）未払金並びに（9）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

（10）社債
　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しております。

（11）長期借入金及び（12）長期未払金
　これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、割賦契約を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 22,624
敷金及び保証金 725,711

　上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」及び「(5）敷金及び保証金」には含めてお
りません。

５. 賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び連結子会社では、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び福島県において賃貸用の店舗及
び土地を所有しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価
1,383,616 1,295,828

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり
ます。

2. 当期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金
額、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を
用いて自社で算定した金額であります。

６. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 881円63銭
（2）１株当たり当期純利益 164円86銭
（注）（会計方針の変更）に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める
　 経過的な取り扱いに従っております。
　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が３円27銭増加し、１株当たり当期純利益額は
　 78銭増加しております。
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７. 税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
退 職 給 付 に 係 る 負 債 368,542千円
税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 123,828千円
減 損 損 失 501,253千円
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 173,921千円
賞 与 引 当 金 137,144千円
減 価 償 却 費 142,013千円
ポ イ ン ト 引 当 金 38,022千円
そ の 他 474,392千円
　繰延税金資産小計 1,959,120千円
評 価 性 引 当 額 △430,095千円
　繰延税金資産合計 1,529,024千円
（繰延税金負債）
資 産 除 去 債 務 23,228千円
土 地 評 価 益 42,711千円
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 16,796千円
　繰延税金負債合計 82,737千円
繰延税金資産の純額 1,446,287千円
（注）繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産 368,438千円
固定資産―繰延税金資産 1,121,164千円
固定負債―その他 43,315千円

再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
（繰延税金資産）
再評価に係る繰延税金資産 464,568千円
評価性引当額 △464,568千円
再評価に係る繰延税金資産合計 ―千円
（繰延税金負債）
再評価に係る繰延税金負債 46,359千円
再評価に係る繰延税金負債合計 46,359千円
再評価に係る繰延税金負債の純額 46,359千円

８. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

事業報告書 2016年05月05日 10時11分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



14

個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券
・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
・時価のないもの 移動平均法による原価法
③ たな卸資産
　・たな卸資産の評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
　・商 品 a 生鮮食品

　 最終仕入原価法による原価法
b その他の商品
　 売価還元法による原価法

　・製 品 先入先出法による原価法
　・原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
　・建 物

(建物附属設備は除く)
ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの
　 旧定額法
ｃ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法

　・建 物 以 外 ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法
ｂ 平成19年４月１日から平成24年３月31日までに取得したもの
　 定率法（250％定率法）
ｃ 平成24年４月１日以降に取得したもの
　 定率法（200％定率法）

　・主 な 耐 用 年 数 建 物 ８年～34年
構 築 物 10年～30年
車輌運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３年～20年

② 無形固定資産
定額法
ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５年～12年）に基づく定額法

（3）繰延資産の処理方法
社債発行費 社債の償還期間にわたって均等償却しております。
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（4）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 当社の従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業
年度の負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 当社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込
額の当事業年度の負担額を計上しております。

④ ポイント引当金 ポイントカードにより顧客に付与したポイントの使用に備えるた
め、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を合理的
に見積もり、必要と認められる額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を退職給付引当金として計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑥ 役員退職慰労引当金 当社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

（5）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、ヘッジ会計の特例処理の条件を満たして

いるため、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引

ヘッジ対象 借入金
③ ヘッジ方針 将来の金利の変動によるリスク回避を目的に行っており、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ会計の特例処理によっている金利スワップであるため、有効

性の評価を省略しております。
（6）その他計算書類作成のための基本となる事項
① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結

計算書類における会計処理の方法と異なっております。
② 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税は税抜方式によっており、控除対象外消費税

及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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　(7) 会計方法の変更
（退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」
という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月
26日。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期
間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残
存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を
反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当
事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に
加減しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が39,153千円減少し、繰越利益剰余金が25,214千円増
加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ7,272千円増
加しております。
なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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２. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

建 物 332,312千円
土 地 948,930千円
敷 金 ・ 保 証 金 98,684千円
　 計 1,379,927千円
上記の物件は、以下の内容の担保に供しております。
短 期 借 入 金 1,200,000千円
長期借入金（一年以内返済予定額を含む） 4,843,427千円
流動負債「その他」（商品券） 63,000千円
　 計 6,106,427千円
　

（2）有形固定資産の減価償却累計額 12,551,405千円
（3）偶 発 債 務

関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
株式会社たいらや
銀 行 借 入 金 51,040千円
株式会社マスダ
リ ー ス 債 務 9,489千円

（4）関係会社項目
関係会社に対する金銭債権・債務（区分掲記したものを除く）
短 期 金 銭 債 権 2,162,369千円
長 期 金 銭 債 権 137,978千円
短 期 金 銭 債 務 96,779千円
長 期 金 銭 債 務 117,470千円

（5）土地再評価差額金
　 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の
一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い当該評価差額に係
る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価
差額金として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価
及び路線価のない土地は、第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出
しております。
再評価を行った年月日 平成14年２月28日
再評価を行った土地の期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額 △579,039千円

（6）当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 21,200,000千円
借入実行残高 1,200,000千円
　差引額 20,000,000千円
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３. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 営業取引による取引高
　 収 入 分 410,474千円
　 支 出 分 980,318千円

② 営業取引以外の取引高
　 収 入 分 1,554,668千円

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当 事 業 年 度 期 首

の 株 式 数
当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数

普通株式（注） 863,294株 292,589株 － 1,155,883株
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加292,589株は、単元未満株式の買取による増加689株及び

取締役会決議による取得による増加291,900株であります。

５. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
退 職 給 付 引 当 金 165,392千円
減 損 損 失 410,484千円
役員退職慰労引当金 156,218千円
減 価 償 却 費 125,519千円
賞 与 引 当 金 82,088千円
貸 倒 引 当 金 79,766千円
更生・破産等債権貸倒償却 71,921千円
そ の 他 202,533千円
　 繰延税金資産小計 1,293,924千円
評 価 性 引 当 額 △190,514千円
　 繰延税金資産合計 1,103,410千円
（繰延税金負債）
資 産 除 去 債 務 17,547千円
その他有価証券評価差額金 16,193千円
　繰延税金負債合計 33,740千円
繰延税金資産の純額 1,069,669千円

再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
（繰延税金資産）
再評価に係る繰延税金資産 464,568千円
評価性引当額 △464,568千円
再評価に係る繰延税金資産合計 ― 千円
（繰延税金負債）
再評価に係る繰延税金負債 46,359千円
再評価に係る繰延税金負債合計 46,359千円
再評価に係る繰延税金負債の純額 46,359千円
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６. 関連当事者との取引に関する注記
（1）役員及び個人主要株主等

属性 会社等
の名称

資本金
または
出資金
（千円）

事業の内容
または職業

議決権等
の所有
(被所有）
割合

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）
(注）2.

科目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱琢磨
(注）4. 16,000 損害保険の

代理店業
被所有
直 接
20.24%

― ―
火災保険等
の損害保険
料
(注）1.

27,092
(注）3. 前払費用 ―

役員 平 富郎 ― 当社代表取
締役会長

被所有
直接
1.24％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

87,009
(138千株） ― ―

役員 平 邦雄 ― 当社代表取
締役社長

被所有
直接
4.44％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

444,382
(725千株） ― ―

役員 木村幸治 ― 当社取締役
副社長

被所有
直接
0.34％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

16,705
(29千株） ― ―

役員 村山陽太郎 ― 当社
常務取締役

被所有
直接
0.37％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

54,504
（72千株） ― ―

役員 三吉敏郎 ― 当社
常務取締役

被所有
直接
0.52％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

20,420
（31千株） ― ―

役員 平 典子 ― 当社取締役
被所有
直接
0.69％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

11,410
（14千株） ― ―

役員 高橋正己 ― 当社取締役
被所有
直接
0.03％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

36,460
（50千株） ― ―

役員 酒井紘一 ― 当社監査役
被所有
直接
0.21％

― ―
ストックオ
プションの
権利行使

11,770
（14千株） ― ―

（注）1. ㈱琢磨との取引は、いわゆる第三者のためにする取引であります。
2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりません。
3. 取引条件及び取引条件の決定方針等
損害保険については、一般取引条件と同様に決定しております。

4. ㈱琢磨は、当社代表取締役社長平 邦雄及びその二親等以内の親族（平 光子他２名）が計100.0％
を直接所有している会社であります。

5. 記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
比率については、表示未満の数値を四捨五入しております。

6. 平成18年5月25日開催の当社第41回定時株主総会決議、平成19年5月24日開催の当社第42回定時
株主総会決議、平成20年5月22日開催の当社第43回定時株主総会決議、平成21年5月21日開催の
当社第44回定時株主総会決議、平成22年5月20日開催の第45回定時株主総会決議、平成23年5月
19日開催の第46回定時株主総会決議、平成24年5月24日開催の第47回定時株主総会決議、及び平
成25年5月29日開催の当社第48回定時株主総会決議に基づき付与されたストックオプションの当事
業年度における権利行使を記載しております。
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（2）子会社等

属性 会社等
の名称

資本金
または
出資金
（千円）

事業の内容
または職業

議決権等
の所有
(被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ㈱たいらや 100,000
食品スーパ
ーマーケッ
ト事業

所有
直 接
100.0%

兼任２人
出向１人 ―

受取経営指導料 311,958 未収入金 32,541

受取配当金 600,000 ― ―

子会社 ㈱マスダ 95,000
食品スーパ
ーマーケッ
ト事業

所有
直 接
100.0%

兼任２人
出向１人 ―

受取経営指導料 131,890 ― ―

受取配当金 72,200 ― ―

仕 入 代 行 9,045,364 立 替 金 1,975,649

資金の貸付 ― 長期貸付金 700,000

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
業務全般に係る経営指導、仕入代行及び資金の貸付となっております。仕入代行については、要支
払額につき支払いを代行しております。
受取経営指導料収入については、売上高及び営業収入を基礎とし、契約によって決定しております。
受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定してお
ります。仕入代行については、要支払額につき支払いを代行しております。資金の貸付については、
無利息としております。

2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりません。
3. 記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
比率については、表示未満の数値を四捨五入しております。

　
７. １株当たり情報に関する注記　（1）１株当たり純資産額 824円61銭
（2）１株当たり当期純利益 124円04銭
（注）(会計方針の変更）に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める

経過的な取扱いとなっております。
この結果、当事業年度の１株当たり純資産額が３円27銭増加し、１株当たり当期純利益金額は78銭増加
しております。

８. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９. 連結配当規制適用会社に関する注記
該当事項はありません。
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